※補助金交付決定後に県から締結を依頼します。

○○ホーム株式会社と広島県との
広島県産材利用に関する協定書
　○○ホーム株式会社（以下「甲」という。）と広島県（以下「乙」という。）は、広島県内の森林から適正に生産された木材を利用する建築物（以下「県産材建築物」という。）の建築を推進するため、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条　甲及び乙は、県産材建築物の供給を促進し、県産材の消費拡大により、森林資源を循環利用することで、県内の森林の有する公益的機能の維持発揮を図るよう、連携して取り組むものとする。
（甲の責務）
第２条　甲は、県産材建築物の建築を促進するため、甲が供給する建築物について、県産ヒノキ構造材を建築物の主要構造部材、または県産材を内外装材、もしくはその両方を標準仕様とするものとする。
２　甲は、令和○年○月○日から令和13年３月31日までの間に供給する県産材建築物における県産材利用計画（附表に定めるとおり（以下「計画」という。））の履行に努めるものとする。
３　甲は、県産材建築物の販売の促進にあわせ、前条の目的について積極的に広報するものとする。
（乙の責務）
第３条　乙は、令和○年○月○日から令和13年３月31日までの間、県産材建築物の建築に必要な県産材の調達支援に、努めるものとする。
２　乙は、甲が取り組む県産材建築物を建築する取組を、積極的に広く紹介するものとする。
（協定期間）
第４条　この協定の有効期間は、締結日から令和13年３月31日までとする。
（実績報告）
第５条　甲は、毎年度４月15日までに、前年度の県産材利用実績を乙に報告するものとする。
（活動報告）
第６条　非住宅建築物を建築した場合、甲は、協定期間中の毎年度４月末日までに、県産材の普及啓発に向けた活動の成果を乙に報告するものとする。
（解約）
第７条　甲又は乙は、この協定の内容を適切に履行していない場合は、相手方に速やかに通知するものとする。
２　前項の場合、甲及び乙が協議してこの協定を解約することができる。
（その他）
第８条　この協定について、疑義の生じた事項及び協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
　この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その１通を保有するものとする。
令和○年○月○日
甲　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇ホーム株式会社
代表取締役社長　〇〇　〇〇　　　　　　　印
乙　広島県
代表者　広島県知事　横田　美香　　　　　印

（附表）　
〇〇ホーム株式会社の広島県産材利用計画量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：㎥、棟）
	標準仕様（製品等）、平均材積
	令和８年度
	令和９年度
	令和10年度
	令和11年度
	令和12年度
	合　計

	梁・桁
	
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥

	柱
	
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥

	土台
	
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥

	計
	㎥
	　　　　㎥
	　　　　　㎥
	　　　　　㎥
	　　　　　㎥
	　　　　　㎥
	　　　　　㎥

	県産材建築物棟数（a）
	
	
	
	
	
	

	全建築棟数（b）
	
	
	
	
	
	

	県産材利用率（a/ｂ）
	％
	％
	％
	％
	％
	％


　　（単位：㎡、棟）
	標準仕様（樹種等）、平均面積
	令和８年度
	令和９年度
	令和10年度
	令和11年度
	令和12年度
	合　計

	内装材
	
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	外装材
	
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	計
	㎡
	　　　㎡
	㎡
	　　　　　㎡
	　　　　㎡
	　　　　　㎡
	　　　　　㎡

	県産材建築物棟数（a）
	
	
	
	
	
	

	全建築棟数（b）
	
	
	
	
	
	

	県産材利用率（a/ｂ）
	％
	％
	％
	％
	％
	％


